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大島紬販売促進プロモーション事業（令和７年度地域振興推進事業）
業 務 委 託 に 係 る 企 画 提 案 募 集 要 領

１ 趣旨
この事業は，鹿児島県大島支庁（以下「大島支庁」という。）との委託契約により，「大

島紬の認知度・ブランドの向上」に向け，幅広い層（インバウンド，若年層など）を対
象にプロモーションを実施するものです。
※ 事業の実施を希望する団体等は，大島支庁に事業の企画を提案します。提案があっ

た事業の中から，企画提案競技（企画コンペ）により，業者を選定します。

２ 応募できる団体等
応募できる団体等は以下のとおりです。

(1) 法人格を有する事業所
(2) 会則や規則等を有し，適正な事業計画書，予算・決算書が整備されている任意団体
(3) その他大島支庁が認めるもの

３ 応募資格
次に掲げる条件を全て満たす者とする。

⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であ
ること。

⑵ 鹿児島県から指名停止措置を受けている者ではないこと。
⑶ 経営不振の状態（会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第1項に基づき更生手

続き開始の申立てをしたとき，民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第1項に基
づき再生手続開始の申立てをしたとき，手形又は小切手が不渡りになったとき等。た
だし，鹿児島県が経営不振の状態を脱したと認めた場合を除く。）にない者であるこ
と。

⑷ 暴力団又は暴力団員等が，その経営に実質的に関与している者ではないこと。
また，次のいずれかに該当する者でないこと。

ア 暴力団員等（鹿児島県暴力団排除条例（平成26年鹿児島県条例第22号）第２条第
３号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）

イ 自己，自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目
的をもって，暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年
法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等を
利用している者

ウ 暴力団又は暴力団員等に対して，いかなる名義をもってするかを問わず，金銭，
物品，その他の財産上の利益を不当に提供し，又は便宜を供与するなど直接的又は
積極的に暴力団の維持運営に協力し，又は関与している者

エ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
オ 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを

利用している者
カ アからオまでに掲げる者の依頼を受けて，応募しようとする者

⑸ 都道府県税，消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
⑹ 鹿児島県との連絡調整が可能であり，緊急時には迅速な対応が可能であること。
⑺ 委託業務の実施に関するノウハウを有し，かつ当該委託業務を円滑に遂行すること

が可能であること。
⑻ 政治団体，宗教上の組織若しくは団体，その他知事が適当でないと判断するものを

除く。
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４ 対象となる事業
対象となる事業は，次の全てを満たす必要があります。

(1) ５(1)の「事業の目的」に沿ったものであること。
(2) 団体等の特性（専門性，柔軟性，自発性，個別性，多様性，機動性等）を活かすこ

とにより，成果が期待できる事業であること。

５ 事業内容
(1) 事業の目的

奄美群島の伝統的工芸品である大島紬の生産は，昭和47年をピークに減少しており，
令和６年はピーク時の１％未満である2,379反となっています。また，生産従事者の
減少や高齢化なども進み，産地は危機的な状況にあります。

これらの状況を受けて，県や市町村，関係団体が各般の施策を行っていますが，生
産量や生産従事者の減少に歯止めがかかっていないところです。

令和７年度は関西万博により多くのインバウンド観光客の来日が見込まれることか
ら，インバウンドを含む群島外の方や群島に来られる方を想定した大島紬のプロモー
ションを実施することにより，認知度を向上し，購買行動や就業へのきっかけづくり
を目指します。

(2) 取組の具体例

事例①：産地でのスタンプラリー

事例②：首都圏・関西圏等の公共交通機関での広告展開

事例③：空港や集客施設におけるプロモーションイベント

事例④：奄美群島での販売会

６ 事業費
事業費の額は，２，０００千円以内とします（消費税込）。
契約額については，選定された提案者の提案内容を踏まえ，予定価格を決定の上，見

積り合わせを行い決定します。

７ 採択件数
１件

８ 事業の実施期間
令和７年７月から令和８年２月28日（予定）

９ 事業の実施形態
大島支庁との委託契約による。

10 対象となる経費等
対象経費は以下のとおりとします。ただし，団体等の運営に係る経常的な経費は除き

ます。
人件費，謝金，旅費，消耗品費，印刷製本費，通信運搬費，使用料及び賃借料，
委託費，施設等整備費，設備・備品購入費 等



- 3 -

11 スケジュール
(1) 募 集 開 始 令和７年４月18日（金）
(2) 質 問 受 付 期 限 ５月７日（水）17時まで
(3) 質 問 回 答 ５月13日（火）頃
(4) 参加申込書提出期限 ５月23日（金）17時まで
(5) 企 画 提 案 書 等 提 出 期 限 ６月20日（金）17時まで
(6) 選 考 結 果 の 通 知 , 公 表 ６月下旬（予定）
(7) 事 業 の 委 託 契 約 の 締 結 ７月（予定）

12 企画コンペの手順等
(1) 質問及び回答

ア 受付方法
本業務に関する質問がある場合は，質問書（様式第１号）により，17 書類提出

先に電子メールで提出してください。（電話で受領確認を行うこと。）
イ 回答方法

令和７年５月13日（火）頃までに，県ホームページにおいて公表します。
(2) 参加申込について

申込み・企画提案書の受付・提出はデータで行います。手順は以下のとおりです。
ア 参加者は，企画提案参加申込書（様式第２号）を17 書類提出先に電子メールで

提出してください。（電話で受領確認を行うこと。）
提出期限：令和７年５月23日（金）17時まで

イ 大島支庁総務企画課から，書類提出データをアップロードするＵＲＬをメールで
送付します。

ウ 参加者は提出書類一式をＰＤＦにまとめて，上記イで指示されたＵＲＬにアップ
ロードしてください。（電話で受領確認を行うこと。）

提出期限：令和７年６月20日（金）17時まで
【提出書類】

① 応募書（様式第３号）
② 企画提案書（様式任意）
③ 参考見積書（様式任意）

人件費，旅費など種類毎に金額の内訳を明記してください。
※正式な見積りについては，審査の結果を踏まえ，最も優れた企画を提出し

た応募者に改めて依頼します。
④ 団体等の定款，規約，又はこれに代わるものの写し
⑤ 団体等の直近１年間の事業報告書，活動(収支)計算書及び貸借対照表又は財

産目録
⑥ 団体等の活動及び本事業の内容を理解するために参考となる資料
⑦ 誓約書（様式第４号）
⑧ 応募資格誓約書（様式第５号）
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【資料提出のフロー図】

【資料提出のまとめ順】

【留意事項】
一度提出した企画提案書等の差替え，再提出は認めない。
なお，大島支庁が必要と認めるときは，追加の資料提出を求めることがある。

（質問がある場合）質問書(様式第１号)提出(5/7〆切)

参加申込書(様式第２号)提出(5/23〆切)

データをアップロードするＵＲＬの送付

提出書類のアップロード(6/20〆切)

①応募書

②企画提案書

③参考見積書

④団体等の定款 等

⑤団体等の１年間の事業報告書 等

⑥団体等の活動のわかる参考資料

⑦誓約書

参
加
申
込
者

大
島
支
庁
総
務
企
画
課

質問回答(HPに掲載)(5/13 頃)

※ＰＤＦで一式にすること

※サイズは１００メガバイトまで
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13 審査
(1) 審査・選考の方法

企画提案の審査は，委託業者の選定を行うために大島支庁で構成された選定委員会
において行うものとし，プレゼンテーションは行わず，提出された企画提案書等の内
容について，審査項目（※１）により評価します。総合的に評価して得られた総合評
価点数の順に順位点（※２）を付け，順位点の総得点が最も高い事業者を最優秀提案
者とします。

※１ 審査項目
① 業務遂行能力（実施体制，同種業務の実績）
② 企画提案内容（実施方針，実施内容，費用積算）

※２ 順位点
１位を（参加事業者数）点とし，順位が下がるごとに１点ずつ低い点数を与

えます。
（例：参加事業者数が10社の場合，１位：10点，２位：９点，…10位：１点）

(2) 選考結果
選考結果は，決定後速やかに全提案者に電子メールにて通知します。
なお，審査結果の内容に対する異議申立は受け付けません。

14 欠格事項
次のいずれかに該当する場合は，失格とします。

(1) 参加資格要件に該当しないことが判明した場合
(2) 提出期限を過ぎて企画提案書等が提出された場合
(3) 企画提案書等に虚偽の記載があった場合
(4) 見積書記載の金額が契約上限金額を超えた場合
(5) 会社更生法等の適用を申請する等，契約を履行することが困難と認められる状態に

なった場合
(6) 審査の公平を害する行為があった場合
(7) その他企画提案にあたり，著しく信義に反する行為があった場合

15 契約予定者の決定方法
(1) 契約の相手方

審査会において上記により最優秀者となった者を委託候補者とし，詳細な業務の内
容や契約条件を定めた仕様書について大島支庁と協議・合意した後に委託契約を締結
します。

(2) 次点の繰り上げ
審査会から推薦された委託候補者が，正当な理由なく契約しないとき，協議が整わ

なかったとき，参加要件を失ったとき，または提出書類に虚偽の記載がされていたと
きは，その選定を取り消すとともに，選定委員会において次点となった者と契約内容
について協議を行った上で，契約を締結するものとします。
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16 その他
(1) 事業費の支払いは，原則として履行確認後（事業完了検査後）に行います。ただし，

前金払が必要な場合は，その割合等を契約時に取り決めます。
(2) 事業実施者は，事業終了後，事業実績報告書を提出します。
(3) 提出書類の作成等，参加に要する費用は参加者の負担とします。
(4) 提出された全ての書類等は返却しません。
(5) 提出書類は審査を行う作業に必要な範囲において複製する場合があります。
(6) 審査の過程や結果については，鹿児島県情報公開条例（平成12年条例第113号）に

基づき，不開示情報を除いて，情報公開の対象となります。
(7) 提出書類の内容に，特許権など法律に基づいて保護される第三者の権利が含まれる

場合，その使用に関する全ての責任は参加者が負うものとします。
(8) 業務を実施するにあたっては，委託者と協議して進めていくものとし，提案内容を

全て実施することを保証するものではありません。

17 書類提出先
〒８９４－８５０１ 鹿児島県奄美市名瀬永田町１７－３
鹿児島県大島支庁総務企画部総務企画課 商工観光係（担当：米澤）
T E L：０９９７－５７－７２１５
F A X：０９９７－５７－７２１９
Email：oosima-shoukan@pref.kagoshima.lg.jp

mailto:oosima-shoukan@pref.kagoshima.lg.jp

